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平成３１年度 第１回小熊小学校運営協議会の傍聴について（ご案内） 

 

 

 陽春の候、保護者の皆様には、ますますご健勝にてお過ごしのこととお喜び申し上げます。

日頃は、本協議会の活動並びに本校の教育活動にご理解とご協力をいただきありがとうござ

います。 

さて、見出しの件につきまして、羽島市立小熊小学校運営協議会会則第１２条（裏面参照）

に基づき、下記のとおりに募集しますので、ご案内申し上げます。 

 つきましては、本協議会の傍聴を希望される方は、次の申込書を４月２２日（月）までに、

お子さんを通じて学級担任までご提出ください。 

 なお、傍聴を希望する人が多数の場合は、抽選のうえ決定し通知します。 

 

記 

 

  １ 日 時  平成３１年４月２５日（木）１０：３０～１２：００ 

 

  ２ 場 所  小熊小学校 会議室 

 

  ３ 内 容  ・今年度の計画、意見交流 

 

４ 駐車場 

・東運動場をご利用ください。グラウンドは使用できません。 

・会議の始まる５分前までには会議室へお入りください。 

担当／教頭（花村） 

 

切り取り線 

平成３１年  月  日 

羽島市立小熊小学校運営協議会  

会 長 柳 川 禎 章  様 

 

第１回小熊小学校運営協議会の傍聴を希望しますので、よろしくお願いします。 

 

傍聴を希望される方のお名前（             ） 

お子さんの学級・お名前（  年  組         ） 

担任→教頭 



 

羽島市立小熊小学校運営協議会会則 

 

 （会議の公開） 

第１２条 協議会の会議は、公開するものとする。ただし、羽島市情報公開条例（平

成１０年羽島市条例第２９号）第９条各号に規定する不開示情報に該当するおそれ

があると協議会が認める事項を取り扱うときは、公開しないものとする。 

２ 協議会を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。 

３ 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。 

 


